
 

 

 

 

 

 

 

 

～体調管理に気をつけましょう！～ 
 

  次第に寒さが目立ってきました。後期は学校行事が多いため、疲れも見え始めてくる時期だと思います。そのた

め、「手あらい・うがい」や「マスクをつける」、「水分を取る」といった体調管理に十分注意して頂きたいと思いま

す。また、感染症も流行し始める時期でもあります。ハンカチやティッシュは毎日携帯するよう、ご家庭での声か

け・ご協力の程よろしくお願いします。 
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（動きやすい服装で） 
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～学習面のお知らせ～ 

①国語について 

 ９月と１０月に学習した漢字の５０問テストを実施する予定です。漢字スキルや漢字練習帳を活用し、丁寧に

字を書くことを意識しながら取り組んで欲しいと思います。また、ローマ字のワークも配付し、覚えようと意欲的な

様子が見られます。自分で計画しながら進めて欲しいので、見守っていただけるとありがたいです。よろしくお願

いします。 

②社会について 

新しく「店ではたらく人」（売る仕事）という単元に入りました。スーパーマーケットなどのお店の工夫や、商品

がどこで作られているか調べ学習を行っています。買い物に行った際には、見ていただけるとありがたいです。よ

ろしくお願いします。 

③チャレンジについて 

  １１月１１日に、ふくべ細工体験があります。これまで、社会の学習や体験学習、チャレンジ等でかんぴょうにつ

いて学習してきました。当日は動きやすい服装で来るよう指導をしました。よろしくお願いします。 

 

～生活面のお知らせ～ 

遠足の準備等、ありがとうございました！ 

  １０月３日の遠足では、「自然博物館」、「キューピー五露工場」に行ってきました。 

 「自然博物館」では、陸や海の生き物や、宇宙など多くの展示があり、グループでまとまりながら活動する

ことができました。 

 「キューピー工場」では、マヨネーズができるまでの過程や、割卵の様子など、工場でしか見ることができ

ない貴重な体験をすることができました。お土産にマヨネーズもいただき、子どもたちもうれしそうにしていま

した。             

  またお昼では、グループごとにレジャーシートを敷いて、お家の人が作ってくださったお弁当をうれしそうに

食べていました。お弁当や持ち物の準備等、ありがとうございました。 

 

人権月間が始まります 

  １１月から、人権月間が始まります。下野市では１１月を「いじめ防止強調月間」と位置づけています。これ

までの生活を見直した上で、強みを生かした活動や、より良くするための具体策を子どもたちと考え、共に

実践していければと思います。また、自分の行動や発言に責任をもち、相手を思いやる気持ちを育めるよう

な声かけをご家庭でもしていただけると、子どもたちも意識が芽生えると思います。よろしくお願いします。 

 

ほっとタイム 

１０月の生活目標は「めあてをもって学習や運動に取り組もう」でした。 

前期の目標を振り返った上で、後期の目標を新たに考えて行動しようとする意識が見られました。後期は、学

校行事が多々あり、学習も運動も両立を図っていかなければならない大変な時期です。体調に気をつけながら、

過ごしていきましょう。 

１１月の生活目標は「相手の気持ちを考えて生活しよう」です。祇園小では、１１月を人権月間として感受性を

養うための取組を行います。全員でどのような目標をもって行動するべきか今一度考え、実践できるように指導し

ていきたいと思います。 


